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別表 10 

都道府県配分基準表（条件不利地域型補助事業） 

項目 目標水準 点数 

 

① 経営面積の

拡大 

 

利用権の設定等又は農作業の受託をして条件不

利支援計画策定時点より経営面積の拡大を行う。 

 

１経営体につき １点 

 

 

② 遊休農地の

解消 

 

 

 

 過去１年間以上作付けがなされていない農地も

しくは利用形態が周囲に比べ著しく劣っている農

地を対象として、所有権の移転又は使用貸借等に

より条件不利支援計画策定時点より経営面積の拡

大を行う。 

 

１経営体につき １点 

 

 

 

 

③ 農業の６次

産業化 

 

 

 

 

 自らが農産物（その過半が当該事業実施地区内

で生産されたものに限る。）の加工、直売若しく

は契約栽培等の拡大に取り組み、又は事業分野が

異なる法人等と契約等により事業の連携関係を構

築する。 

 

１経営体につき １点 

 

 

 

 

 

④ 農産物の高

付加価値化 

 

 

 農産物の生産において、新品種の導入、栽培及

び管理技術の改善等により品質向上等農産物の付

加価値の向上に取り組む。 

 

１経営体につき １点 

 

 

 

⑤ 農業経営の

複合化 

 

 

 土地利用型作物の生産、園芸作物の生産、畜産

経営などを組み合わせ、複合的な経営の展開に取

り組む。 

 

１経営体につき １点 

 

 

 

⑥ 農業経営の

法人化 

 

 現在、法人化している、又は目標年度までに、

法人化することとしている。 

 

１経営体につき １点 

 

 

⑦ 新規就農 

 

 

 

 

 

 事業実施年度に就農する者又は就農後５年度以

内の者である。 

 

 

 

 

１経営体につき ２点 

なお、50 歳までに就農

した者である場合は、

１経営体につき３点加

点する。 

 

⑧ 雇用 

 

 

 

 

 現在、外部から常時雇用している、又は目標年

度までに、常時雇用することとしている。 

 なお、臨時雇用は、事業実施前１年度内の雇用

者について延べ 240 人・日を常時雇用１名として

算定する（小数点以下第１位まで求める（小数第

２位以下は切り捨て）。）。 

 

１経営体につき ２点 

 

 

 

 

 

 


